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な
ぜ
「
靖
國
神
社
合
祀
取
消
し
訴
訟
」
原
告
と
な
っ
た
の
か 

西
山
俊
彦

   

「
確
た
る
信
念
の
人
」「
批
判
を
恐
れ
ず
行
動
す
る
人
」
の
登
場
に
よ
っ
て
、

暗
雲
た
な
び
く
「
靖
國
・
教
育
・
天
皇
制
」
へ
の
憂
慮
が
現
実
的
と
な
っ
て

来
た
。
正
に
「
前
夜
」
の
実
感
だ
が
、
そ
れ
へ
の
対
応
が
「
前
夜
」
で
な
け

れ
ば
後
の
祭
り
に
し
か
な
ら
な
い
。 

  

第
三
者
的
立
場
か
ら
当
事
者
へ 

 

靖
國
神
社
か
ら
亡
父
合
祀
の
回
答
が
あ
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
五
年
一
月
十

八
日
の
午
後
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
「
御
祭
神
調
査
の
件
」
と
し
て
、 

 
 

西
山
忠
一 

命 
 

一
、
階
級
‥
海
軍
軍
属 

 

二
、
所
属
部
隊
‥
横
須
賀
海
軍
建
築
部 

 

三
、
死
没
年
月
日
‥
昭
和
十
八
年
四
月
三
十
日
（
戦
病
死
） 

 
 

 
 

 
 

…
… 

 

六
、
死
没
時
御
遺
族
‥
記
載
な
し 

 

七
、
合
祀
年
月
日
‥
昭
和
五
十
一
年
十
月
十
七
日 

と
あ
っ
た
。
父
は
「
命＊

１

」
と
し
て
、
何
の
関
係
も
な
い
一
宗
教
法
人
・
靖
國

神
社
の
「
御
祭
神
」
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
死
没
か
ら
六
十
二
年
、
招
魂
祭＊

２

か

ら
六
十
年
、
合
祀
以
降
で
も
二
十
九
年
、
遺
族
の
承
諾
も
え
ず
、
連
絡
も
せ

ず
に
。
母
は
こ
の
二
年
前
、
父
の
合
祀
を
知
ら
ず
に
帰
天
し
た
が
、
知
っ
て

い
た
ら
ど
う
思
っ
た
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
私
が
も
し
問
い
合
わ
せ
を
し

な
か
っ
た
ら
、
天
皇
制
超
国
家
主
義
体
制
に
末
代
ま
で
も
組
み
込
ま
れ
た
ま

ま
だ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
私
自
身
も
ゾ
ッ
と
す
る
。 

 
 

国
民
を
一
死
報
国
に
駆
り
出
し
、
侵
略
戦
争
遂
行
と
い
う
国
家
目
的
に
役

立
っ
た
者
だ
け
を
祭
神
と
し
て
祀
り
上
げ
る
の
が
、
靖
國
神
社
で
あ
る
。
こ

れ
は
単
な
る
神
社
神
道
で
は
な
い
。
国
家
目
的
の
た
め
に
「
祭
神
を
も
作
り

上
げ
る
」
こ
と
が
で
き
る
状
況
は
、
超
国
家
主
義
と
呼
ば
ず
し
て
、
他
に
ど

ん
な
言
葉
が
あ
る
だ
ろ
う
か＊

３

。
嘘
だ
と
思
わ
れ
る
方
は
、
靖
國
神
社
刊
『
靖

國
神
社
百
年
史
』
を
篤
と
御
覧
遊
ば
さ
れ
よ
。
祭
神
総
数
二
四
六
万
六
五
三

二
人
（
二
〇
〇
四
年
十
月
現
在
）
の
う
ち
、
対
外
戦
争
以
外
の
合
祀
者
は
「
明

治
維
新
」
の
七
千
三
百
九
十
九
人
と
「
西
南
の
役
」
の
七
千
二
百
九
十
二
人
、

計
一
万
四
千
六
百
九
十
一
人
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
た
だ
け
で
も
、
日
本

が
西
洋
帝
国
主
義
諸
国
に
伍
し
て
、
植
民
地
獲
得
の
侵
略
戦
争
に
明
け
暮
れ
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て
き
た
こ
と
は
明
白
で
、
そ
れ
を
「
自
存
自
衛
の
た
め
」
と
言
い
繕
っ
て
も
、

侵
略
さ
れ
た
国
々
も
人
々
も
、
決
し
て
騙
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
く
ら
い

判
ら
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
ア
ジ
ア
に
友
人
は
生
ま
れ
な
い
。 

 

そ
れ
で
は
天
皇
制
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
大
日
本
帝
国
憲
法
の
第
一
条
「
大

日
本
帝
国
ハ
万
世
一
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
ス
」
以
下
は
も
ち
ろ
ん
、「
軍
人
勅

諭
」
「
教
育
勅
語
」
な
ど
、
み
な
、
「
臣
民
は
天
皇
の
赤
子
」
を
謳
っ
て
い
た

だ
け
で
は
な
く
、
「
日
本
国
憲
法
」
施
行
か
ら
六
十
年
近
く
な
る
現
在
で
も
、

合
祀
は
「
天
皇
の
聖
旨
」
で
あ
る
と
の
答
え
し
か
返
っ
て
こ
な
い
。 

 

合
祀
判
明
後
、
た
だ
ち
に
、
靖
國
神
社
へ
、「
一
九
四
七
年
五
月
三
日
発
効

の
『
日
本
国
憲
法
』
下
に
お
い
て
本
人
も
そ
の
遺
族
も
氏
子
で
も
な
く
合
祀

の
依
頼
も
し
て
い
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
宗
教
法
人
貴
靖
國
神
社
は
い
か
な

る
権
利
を
も
っ
て
西
山
忠
一
を
合
祀
さ
れ
て
い
る
の
か
」
と
問
い
合
わ
せ
た
。

こ
の
質
問
を
昨
年
四
月
末
ま
で
七
回
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
た
。
返
っ
て
来

た
回
答
は
た
だ
一
つ
、「
明
治
天
皇
の
宣
ら
せ
給
う
た
「
安
國
」
の
聖
旨
に
基

づ
き
、
国
事
に
殉
ぜ
ら
れ
た
人
々
を
奉
斎
し
、
神
道
の
祭
祀
を
行
ひ
、
そ
の

神
徳
を
ひ
ろ
め
、
本
神
社
を
信
奉
す
る
遺
族
そ
の
他
の
崇
敬
者
を
教
化
育
成

し
、
社
会
の
福
祉
に
寄
与
し
そ
の
他
本
神
社
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
業

務
及
び
事
業
を
行
ふ
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
に
準
じ
、
厳
粛
に
合
祀
祭
を
斎

行
致
し
て
お
り
ま
す
、
だ
け
だ
っ
た
。
示
さ
れ
た
の
は
「
明
治
天
皇
の
聖
旨
」

の
み
で
あ
る
。
明
治
二
年
に
東
京
招
魂
社
創
建
当
時
の
明
治
天
皇
を
持
ち
出

し
て
平
然
と
し
て
い
る
姿
勢
は
、
現
代
日
本
の
最
高
法
規
が
「
大
日
本
帝
国

憲
法
」
と
で
も
考
え
な
け
れ
ば
、
良
心
に
も
論
理
に
も
欠
け
る
こ
と
と
な
る
。

私
が
出
し
た
「
お
伺
い
」
は
十
七
回
、
靖
國
神
社
か
ら
の
「
回
答
」
は
十
一

回
、
礼
を
失
せ
ず
、
論
理
を
曲
げ
ず
に
問
い
糾
し
続
け
、
二
〇
〇
六
年
七
月

七
日
、
前
も
っ
て
打
ち
合
わ
せ
の
上
で
上
京
し
、
口
頭
お
よ
び
書
面
で
次
の

｢

申
し
入
れ
」
を
行
な
っ
た
。 

「
亡
父
西
山
忠
一
の
氏
名
を
霊
璽
簿
、
祭
神
簿
、
祭
神
名
票
、
他
、
貴
靖
國

神
社
の
一
切
の
文
書
か
ら
抹
消
す
る
こ
と＊

４

」 
 

こ
れ
に
対
す
る
七
月
二
十
四
日
付
け
回
答
は
、「
貴
殿
よ
り
の
「
申
し
入
れ
」

に
対
す
る
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
同
様
の
御
返
事
を
申
し
上
げ

て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
靖
國
神
社
は
明
治
天
皇
の
宣
ら
せ
給
う
た
「
安
國
」

の
聖
旨
に
基
づ
き
国
家
・
共
同
体
の
中
で
国
事
に
殉
ぜ
ら
れ
た
人
々
を
奉
斎

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
ま
す
。
…
…
こ
の
度
の
「
申
し
入
れ
」
に
つ

い
て
は
貴
意
に
添
え
ま
せ
ん
こ
と
を
何
卒
御
理
解
下
さ
い
。
」
と
い
う
も
の
だ

っ
た
。
あ
く
ま
で
も
天
皇
の
聖
旨
の
た
め
に
一
命
を
求
め
ら
れ
、
そ
れ
を
宣

せ
ら
れ
て
顕
彰
さ
れ
、
祭
神
と
し
て
奉
斎
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
「
天
皇
制
超
国
家
主
義
」
の
顕
現
で
な
く
て
何
だ
と
言
う
の
か
。
国
家
神

道
が
神
社
神
道
と
区
別
さ
れ
る
理
由
で
も
あ
る
。 

「
（
ど
こ
の
国
に
も
）
国
の
た
め
に
倒
れ
た
人
に
対
し
て
国
民
が
感
謝
を
さ

さ
げ
る
場
所
は
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
な
こ
と
で
あ
り
、
さ
も
な
く
し
て
、
だ

れ
が
国
に
命
を
さ
さ
げ
る
か
。
」 

 

中
曽
根
康
弘
元
首
相
は
、
靖
國
神
社
が
戦
争
正
当
化
と
国
家
動
員
の
装
置

で
あ
る
こ
と
を
正
直
に
語
っ
て
止
ま
な
い
。
小
泉
純
一
郎
前
首
相
の
発
言
も
、

見
境
の
な
い
こ
と
に
か
け
て
は
こ
れ
を
凌
駕
す
る
。 

「
宗
教
活
動
で
あ
る
か
ら
い
い
と
か
悪
い
と
か
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
Ａ
級

戦
犯
が
祀
ら
れ
て
い
る
か
ら
い
け
な
い
、
と
も
と
ら
な
い
。
私
は
戦
没
者
に
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心
か
ら
の
敬
意
と
感
謝
を
さ
さ
げ
る
た
め
に
参
拝
す
る
。
」 

そ
も
そ
も
戦
争
犠
牲
者
に
「
敬
意
と
感
謝
を
さ
さ
げ
る
」
と
は
、
正
気
の

沙
汰
だ
ろ
う
か
。
犠
牲
と
な
っ
た
被
害
者
を
賛
美
す
る
こ
と
は
、
そ
の
人
を
、

二
重
に
冒
瀆
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
な
ぜ
判
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
国
民

を
自
由
に
操
作
し
て
臆
さ
な
い
感
覚
は
恐
ろ
し
い
。 

 

私
自
身
は
こ
れ
ま
で
も
靖
國
問
題
に
関
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い＊
５

。
し
か
し
、
そ
れ
は
第
三
者
と
し
て
で
あ
っ
て
、
い
ま
意
に
反
し
て
当
事

者
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
私
に
も
期
す
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

  

打
開
す
べ
き
窮
状

 

―
―  

裁
判
の
三
つ
の
目
的 

 

何
を
解
決
し
た
い
の
か
は
、
私
が
靖
國
合
祀
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え

て
い
る
か
に
よ
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
深
刻
な
も
の
か
ら
挙
げ
れ
ば
、
次
の

三
つ
と
な
る＊

６

。 

第
一
の
目
的
は
、
も
っ
と
も
隷
従
を
強
い
ら
れ
て
き
た
犠
牲
者
と
の
国
際

的
連
帯
で
あ
る
。 

 

今
年
七
月
二
十
日
、「
Ａ
級
戦
犯
靖
國
合
祀
、
昭
和
天
皇
が
不
快
感
」
と
の

元
宮
内
庁
長
官
富
田
朝
彦
氏
の
メ
モ
が
特
ダ
ネ
と
し
て
報
じ
ら
れ
た＊

７

。
戦
争

を
主
導
し
た
者
と
命
令
に
服
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
者
、
い
わ
ば
、
加
害
者

と
被
害
者
が
、
ど
ち
ら
も
「
英
霊
」
、
「
祭
神
」
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
不
快

感
じ
て
も
無
理
は
な
い
。
し
か
し
、
も
っ
と
酷
い
の
は
、
旧
植
民
地
か
ら
戦

場
に
送
ら
れ
、
戦
死
し
た
犠
牲
者
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
台
湾
や
朝
鮮

で
は
、
植
民
地
統
治
下
に
隷
従
を
強
い
ら
れ
た
人
々
が
宗
主
国
日
本
の
侵
略

戦
争
に
駆
り
出
さ
れ
て
一
命
を
落
と
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
死
後
に
お
い
て

も
侵
略
戦
争
の
功
労
者
と
し
て
侵
略
国
の
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
幾
重
に
も
隷
従
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
台
湾
の
タ
イ
ヤ
ル

族
に
属
す
る
田
中
二
郎
（
仮
名
）
が
こ
の
た
び
の
「
靖
国
神
社
霊
璽
簿
か
ら

の
氏
名
抹
消
等
請
求
訴
訟
」（
略
称
「
靖
国
合
祀
イ
ヤ
で
す
訴
訟
」
）
の
原
告
九
人

の
一
人
と
な
っ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
だ
。
し
か
も
彼
は
霧
社
事
件
（
一
九
三

〇
年
）
指
導
者
の
直
系
で
あ
る＊

８

。
合
祀
さ
れ
る
の
は
「
戦
死
を
し
た
時
は
日
本

人
で
あ
っ
た
」
か
ら
と
言
い
、
遺
族
年
金
が
出
な
い
の
は
「
年
金
が
出
る
よ

う
に
な
っ
た
時
は
外
国
人
だ
っ
た
」
か
ら
と
言
う
。
し
か
も
、
彼
ら
に
は
死

亡
通
知
さ
え
出
し
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
台
湾
の
合
祀
者
は
、
二
万
七
千

六
百
五
十
六
人
、
韓
国
・
朝
鮮
は
二
万
六
百
三
十
六
人
で
あ
る
。
目
下
「
靖

国
神
社
合
祀
取
消
し
訴
訟
」
を
準
備
中
の
李
熙
子
（
イ
・
ヒ
ジ
ャ
）
さ
ん
ら
の

韓
国
、
金
城
実
さ
ん
ら
の
沖
縄
の
原
告
た
ち
の
被
害
の
状
況
は
私
た
ち
よ
り

幾
層
倍
も
冷
酷
非
情
で
あ
る
。
こ
の
提
訴
が
連
帯
す
る
た
め
の
捨
石
と
な
れ

ば
と
願
っ
て
い
る
。 

第
二
の
目
的
は
、
国
家
機
関
と
一
宗
教
法
人
が
共
謀
し
て
、
天
皇
制
超
国

家
主
義
体
制
の
維
持
促
進
装
置
を
運
営
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

に
違
和
感
を
呈
す
る
こ
と
の
な
い
国
民
性
と
、
基
本
的
人
権
の
侵
害
を
訴
え

る
少
数
者
に
〝
寛
容
〟
を
説
く
司
法＊

９

へ
の
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
。
さ
ら
に
戦

前
か
ら
「
社
会
的
習
俗
」「
国
民
儀
礼
」
と
し
て
曲
解

す
り
か
え

協
力
し
て
き
た
宗
教
集

団
、
特
に
、
こ
れ
に
先
鞭
を
つ
け
た
筆
者
の
属
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
あ

り
方
へ
の
是
正
要
求
で
あ
る
。
以
下
に
〝
靖
國
神
社
を
占
領
軍
の
焼
き
討
ち
か

ら
救
っ
た
〟
Ｂ
・
ビ
ッ
タ
ー
神
父
の
提
言
を
明
示
分
析
す
る
の
は
こ
の
た
め
で

あ
る
。 
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第
三
の
目
的
は
〝
戦
没
者
へ
の
敬
意
と
感
謝
〟
の
た
め
の
国
家
的
顕
彰
装
置

に
一
方
的
に
虜
囚
と
な
っ
て
い
る
者
の
解
放
へ
の
先
鞭
を
つ
け
る
こ
と
、
そ

し
て
、
最
後
に
、
亡
き
父
、
亡
き
母
、
と
私
た
ち
家
族
の
人
格
の
尊
厳
の
回

復
を
勝
ち
取
る
こ
と
、
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
み
れ
ば
、
ど
の
課
題
の
解
決
も
容
易
で
は
な
い
こ
と

は
明
ら
か
、
し
か
し
、
最
初
の
一
歩
を
踏
み
出
さ
な
け
れ
ば
、
事
態
の
改
善

は
望
め
な
い
。
課
題
は
困
難
を
極
め
、
力
は
非
力
、
い
つ
迄
続
く
道
程
か
は

判
ら
な
い
が
、
事
態
が
放
置
で
き
な
い
こ
と
は
確
か
、
た
と
え
小
さ
な
一
歩

で
も
、
私
自
身
の
尊
厳
が
問
わ
れ
て
い
る
。 

  

Ｂ
・
ビ
ッ
タ
ー
神
父
の
提
言 

 

敗
戦
直
後
、
日
本
占
領
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
一
九
四
五
年
十
月
の
あ
る

日
の
こ
と
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
総
司
令
官
の
副
官
Ｈ
・
Ｂ
・
ウ
イ
ラ
ー
大
佐
か

ら
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
駐
日
使
節
代
行
だ
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
Ｂ
・
ビ
ッ
タ
ー

神
父
に
電
話
が
掛
か
っ
た
。「
急
な
用
件
で
す
。（
使
者
に
）
マ
元
帥
の

覚

書

メ
モ
ラ
ン
ダ
ム

を
持
た
せ
ま
し
た
。
明
日
十
時
ま
で
に
書
面
で
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
」
と
。

当
時
、
巷
で
は
、
軍
国
主
義
の
中
枢
と
見
な
さ
れ
て
い
た
国
家
神
道
の
神
社
、

特
に
、
靖
國
神
社
焼
却
の
噂
が
あ
っ
た
。 

実
際
は
噂
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
駐

日
使
節
代
行
の
提
言
を
〝
盾
に
〟
解
決
を
計
ろ
う
と
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。「
覚

え
書
の
内
容
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
我
が
司
令
部
の
将
校
た

ち
は
靖
国
神
社
の
焼
却
を
主
張
し
て
い
る
。
同
神
社
焼
却
に
、
キ
リ
ス
ト
教

会
は
賛
成
か
反
対
か
、
す
み
や
か
に
貴
使
節
団
の
統
一
見
解
を
提
出
さ
れ
た

い
。
靖
国
神
社
焼
却
の
う
わ
さ
は
、
そ
の
こ
ろ
あ
ち
こ
ち
で
話
題
と
な
っ
て

い
た
。
明
治
神
宮
、
伊
勢
神
宮
、
熱
田
神
宮
な
ど
と
と
も
に
、
靖
国
神
社
は

日
本
の
軍
国
主
義
思
想
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
国
家
神
道
の
中
枢
を
成
す
存

在
で
あ
る
。
」 

 

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
苦
慮
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
ビ
ッ
タ
ー
神
父
の
提
言
が
あ

っ
た
。
ビ
ッ
タ
ー
神
父
の
姿
勢
は
重
大
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
。
彼
が
、

メ
リ
ノ
ー
ル
宣
教
会
管
区
長
Ｐ
・
バ
ー
ン
神
父
（
ア
メ
リ
カ
人
）
ら
と
相
談
の

上
、
返
答
し
た
提
言
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。 

 
｢

① 

自
然
の
法
に
基
づ
い
て
考
え
る
と
、
② 

い
か
な
る
国
家
も
、
③ 

そ
の

国
家
の
た
め
に
死
ん
だ
人
び
と
に
対
し
て
、
④ 

敬
意
を
は
ら
う
権
利
と
義
務

が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
戦
勝
国
か
敗
戦
国
か
を
問
わ
ず
、
平
等
の
真
理

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑤ 

無
名
戦
士
の
墓
を
想
起
す
れ
ば
、
以
上
の
こ
と

は
自
然
に
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
⑥ 

も
し
靖
國
神
社
を
焼
き
払
っ
た
と

す
れ
ば
、
そ
の
行
為
は
米
軍
の
歴
史
に
と
っ
て
不
名
誉
き
わ
ま
る
汚
点
と
な

っ
て
残
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
歴
史
は
そ
の
よ
う
な
行
為
を
理
解
し
な
い
に
ち

が
い
な
い
。
は
っ
き
り
い
っ
て
、
靖
國
神
社
の
焼
却
、
廃
止
は
米
軍
の
占
領

政
策
と
相
容
れ
な
い
犯
罪
行
為
で
あ
る
。
⑦ 

靖
國
神
社
が
国
家
神
道
の
中
枢

で
、
誤
っ
た
国
家
主
義
の
根
元
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
排
す
べ
き
は
国
家

神
道
と
い
う
制
度
で
あ
り
、
靖
國
神
社
で
は
な
い
。
我
々
は
、
信
仰
の
自
由

が
完
全
に
認
め
ら
れ
、
神
道
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
な
ど
、
い

か
な
る
宗
教
を
信
仰
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
⑧ 

国
家
の
た
め
に
死
ん
だ
も

の
は
、
す
べ
て
靖
國
神
社
に
そ
の
霊
を
ま
つ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
、

進
言
す
る
も
の
で
あ
る
。
」 

 

ビ
ッ
タ
ー
神
父
の
提
言
は
約
束
通
り
ウ
イ
ラ
ー
副
官
の
元
に
届
け
ら
れ
、

＊
10 

＊
11 
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「
靖
國
神
社
は
守
ら
れ
た
。
臨
時
招
魂
祭
は
予
定
通
り
斎
行
さ
れ
、
昭
和
天

皇
が
行
幸
さ
れ
た
。
」 

 

な
ぜ
、
「
靖
国
神
社
の
本
質
」
か
ら
目
を
逸
ら
し
、 

｢

信
教
の
自
由｣
を
も
無
視
し
た
、
提
言
が
…
？ 

 

ビ
ッ
タ
ー
神
父
の
提
言
は
、
靖
國
神
社
の
焼
き
討
ち
に
反
対
し
た
と
こ
ろ

な
ど
、
一
見
、
常
識
的
に
思
わ
れ
る
。
実
際
は
ど
う
か
。
結
果
か
ら
述
べ
れ

ば
、
「
靖
國
神
社
の
本
質
」
か
ら
目
を
逸
ら
し
、
「
信
教
の
自
由
」
を
も
無
視

し
て
い
る
。 

 

ま
ず
、
靖
國
神
社
は
「
天
皇
制
超
国
家
主
義
」
の
精
神
的
基
盤
で
あ
り
、

そ
の
顕
現
で
あ
っ
た
。
陸
・
海
軍
省
管
轄
下
に
あ
っ
て
、
軍
事
的
拡
大
と
一

体
化
し
た
『
侵
略
神
社
』
の
大
元
締
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。「
提

言
」
の
前
半
は
こ
の
基
本
的
性
格
か
ら
目
を
逸
ら
さ
な
け
れ
ば
言
え
る
こ
と

で
は
な
い
。
そ
の
典
型
は
「
靖
國
神
社
が
国
家
神
道
の
中
枢
で
、
誤
っ
た
国

家
主
義
の
根
元
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
排
す
べ
き
は
国
家
神
道
と
い
う
制

度
で
あ
り
、
靖
國
神
社
で
は
な
い
」
で
あ
る
。
悪
い
の
は
（
超
）
国
家
主
義

で
、
靖
國
神
社
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
が
、
靖
國
か
ら
「
天
皇
」
と
「
殉

国
」
と
「
英
霊
」
を
取
り
除
け
ば
何
が
残
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く

と
も
、
靖
國
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
「
御
祭
神
」
は
、
す
べ
て
消
え
失
せ
る
。 

 

次
に
、
②
「
い
か
な
る
国
家
も
」
③
「
国
家
の
た
め
に
死
ん
だ
人
」
に
④

「
敬
意
を
は
ら
う
権
利
と
義
務
が
あ
る
」
の
は
、
①
「
自
然
の
法
（
人
間
本

性
法
、
又
は
、
人
間
の
尊
厳
に
即
し
た
規
範
）
に
基
づ
く
」
と
言
っ
て
い
る
。

靖
國
神
社
の
場
合
、
帝
国
主
義
的
・
軍
事
的
国
家
目
標
に
殉
じ
る
と
い
う
特

殊
な
選
別
が
働
く
上
に
、
そ
れ
ら
犠
牲
者
を
「
英
霊
」
「
命
」
「
祭
神
」
と
し

て
し
ま
う
。
単
な
る
「
敬
意
を
は
ら
う
」
の
で
は
決
し
て
な
い
。
私
宛
の
第

七
回
「
回
答
」
に
「
祭
神
と
し
て
合
祀
さ
れ
る
の
は
、
拝
ま
れ
、
崇
め
ら
れ
、

慰
霊
さ
れ
、
顕
彰
さ
れ
る
」
た
め
だ
と
あ
っ
た
。
正
に
、
国
家
目
標
に
殉
じ

た
者
を
「
神
と
し
」「
神
と
し
て
拝
ま
せ
る
」
宗
教
以
上
の
宗
教
で
あ
る
。
各

自
の
信
教
・
信
条
に
か
か
わ
ら
ず
、
⑧
「
国
家
の
た
め
に
死
ん
だ
も
の
は
、

す
べ
て
靖
國
神
社
に
祀
ら
れ
る
よ
う
に
」
と
は
、
宗
教
の
基
本
の
無
視
は
も

と
よ
り
、「
各
種
自
己
決
定
権
」
を
含
む
「
基
本
的
人
権
」
へ
の
配
慮
は
皆
無

で
あ
る
。
一
見
し
た
だ
け
で
も
致
命
的
提
言
で
あ
る
が
、
靖
國
神
社
が
侵
略

戦
争
遂
行
に
果
し
た
絶
大
な
責
任
は
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

「
提
言
」
は
歴
史
的
ス
リ
カ
エ
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た 

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
提
言
が
な
さ
れ
た
か
を
理
解
す
る
た
め
に
、
近
現
代
の

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
「
神
社
問
題
」
へ
の
対
応
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

明
治
維
新
以
来
の
宗
教
政
策
は
、「
国
教
と
し
て
の
神
道
」
と
「
信
教
の
自

由
」
の
調
和
を
課
題
と
し
て
い
た
。
前
者
を
国
家
統
治
の
原
点
と
し
な
が
ら

後
者
を
近
代
国
家
の
装
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
十

五
年
戦
争
期
」
に
な
る
と
前
者
の
比
重
が
格
段
に
増
し
、
各
宗
教
は
後
者
を

打
ち
捨
て
て
も
追
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
の
試
金
石
と
な
っ

た
の
が
、
昭
和
七
年
五
月
に
起
き
た
と
さ
れ
る
「
上
智
大
学
生
靖
國
神
社
参

拝
拒
否
事
件
」
で
あ
る
。 

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
は
じ
め
、
各
教
団
の
存
亡
が
懸
っ
た
事
件
で
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
の
教
団
は
、
学
生
を
神
社
参
拝
さ
せ
る
文
部
省
の
意
図
が
「
教
育

＊
12 

＊
13 

 

＊
14 

＊
15 
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的
理
由
」
で
あ
る
こ
と
を
曲
解

す
り
か
え

し
「
神
社
参
拝
は
非
宗
教
的
行
為
」
、
果
て
は

「
神
道
は
宗
教
で
は
な
い
」
と
し
て
、
参
拝
を
許
容
、
奨
励
し
、
戦
争
遂
行

に
協
力
し
て
、「
殉
国
即
殉
教
」
の
保
身
に
終
始
し
た
。
そ
こ
に
登
場
し
た
の

が
ロ
ー
マ
か
ら
の
お
墨
付
き
だ
っ
た
。 

（
一
）
教
皇
庁
布
教
聖
省
訓
令
「
祖
国
に
対
す
る
信
者
の
つ
と
め
」
一
九
三

六
年
五
月
二
十
六
日 

（
二
）
教
皇
庁
布
教
聖
省
訓
令
「
駐
日
教
皇
使
節
Ｍ
・
ド
・
フ
ル
ス
テ
ン
ベ

ル
グ
大
司
教
へ
の
回
答
」
一
九
五
一
年
十
一
月
十
九
日 

戦
前
の
（
一
）
を
再
確
認
し
た
の
が
戦
後
の
（
二
）
で
、
ど
ち
ら
も
文
部
省

等
の
回
答
を
曲
解
し
て
、「
神
社
参
拝
」
は
「
愛
国
心
」
と
「
忠
誠
心
」
の
表

明
、「
神
道
」
は
「
社
会
的
習
俗
」「
国
民
儀
礼
」
と
み
な
し
た
。
と
す
れ
ば
、

奨
励
こ
そ
さ
れ
忌
避
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く
な
る
。
こ
の
流
れ
に
ビ
ッ
タ
ー

神
父
の
提
言
を
位
置
づ
け
て
み
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
と
も
受
け
取
れ
よ
う
が
、

こ
れ
で
は
魂
を
抜
か
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
で
し
か
な
い
。
曲
解
は
正
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
間
違
い
を
認
め
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
者

で
あ
れ
ば
、
合
祀
も
参
拝
も
で
き
る
は
ず
が
な
い
。 

 

こ
の
間
、
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
（
一
九
六
二
〜
六
五
年
）
が
開
か
れ
、「
信

教
の
自
由
に
関
す
る
宣
言
」
を
公
表
し
、「
信
教
の
自
由
は
人
格
の
尊
厳
に
基

づ
く
権
利
で
あ
る
」
こ
と
と
し
た
。
前
記
二
つ
の
訓
令
に
つ
い
て
は
目
下
見

直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
う
も
の
の
、
原
則
的
に
は
現
在
で
も
効
力
を

持
っ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
中
に
「
こ
ぞ
っ
て
靖
國
に
参
る
会
」
の

よ
う
な
動
き
が
見
ら
れ
た
り
、
Ｋ
・
ド
ー
ク
の
よ
う
な
意
見
が
表
明
さ
れ
る

所
以
で
あ
る
。
し
か
も
、
自
民
党
憲
法
改
正
案
に
は
「
社
会
的
儀
礼
」
も
「
習

俗
的
行
為
」
も
明
記
さ
れ
て
お
り
、「
戦
前
回
帰
」
が
懸
念
さ
れ
る
。
当
事
者

と
な
っ
た
今
私
に
は
、
「
儀
礼
」
「
習
俗
」
と
曲
解
し
て
戦
争
協
力
に
励
ん
だ

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
贖
罪
の
た
め
に
も
、
三
つ
の
目
的
の
た
め
に
も
、
た
だ

の
小
石
に
過
ぎ
な
い
筆
者
が
、
捨
石
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
十
分
な
理
由
が

あ
る
。 

  
 

註 

＊
１
「
上
代
、
神
ま
た
は
貴
人
の
尊
称
」
『
広
辞
苑
』
。 

＊
２
「
死
者
の
魂
を
招
き
か
え
す
儀
式
」
『
広
辞
苑
』
。
「
昭
和
二
十
年
十
月
十
九
日
靖

国
神
社
は
未
合
祀
全
戦
没
者
を
、
氏
名
不
詳
の
ま
ま
、
一
括
招
魂
」
、
国
立
国
会
図

書
館
調
査
立
法
考
査
局
『
靖
国
神
社
問
題
資
料
集
』
一
九
七
六
年
、
三
七
〇
頁
。 

＊
３ 

丸
山
眞
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
『
世
界
』
一
九
四
六
年
五
月
、
二

―
一
五
頁
。
藤
田
省
三
『
天
皇
制
国
家
の
支
配
原
理
』
未
来
社
、
一
九
六
六
年
、

他
。 

＊
４ 

私
が
合
祀
取
消
し
を
求
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
名
簿
か
ら
の

氏
名
の
抹
消
だ
け
を
〝
請
求
の
趣
旨
〟
と
し
た
の
は
、
司
法
が
宗
教
行
為
へ
の
介
入

を
嫌
う
こ
と
の
他
に
、
合
祀
取
消
し
の
手
続
き
が
靖
國
神
社
に
存
在
せ
ず
、
ま
た
、

仮
に
そ
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
新
た
な
神
事
を
し
て
ほ
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

＊
５ 

西
山
俊
彦
「
神
社
参
拝
を
容
認
し
、
満
州
国
を
す
す
ん
で
承
認
し
た
カ
ト
リ

ッ
ク
を
問
う
」
、
わ
だ
つ
み
会
編
『PE

A
C

E
! PE

A
C

E
! PE

A
C

E
! 

わ
た
し
た
ち

に
戦
争
責
任
は
な
い
の
か
』
情
況
出
版
、
一
九
九
五
年
、
一
一
八
〜
一
二
七
頁
。『
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
戦
争
責
任
』
サ
ン
パ
ウ
ロ
、
二
〇
〇
〇
年
他
参
照
。 

＊
６ 

西
山
俊
彦
『
靖
國
合
祀
取
消
し
訴
訟
の
中
間
報
告—

—

信
教
の
自
由
の
回
復

を
求
め
て
』
サ
ン
パ
ウ
ロ
、
二
〇
〇
六
年
、
二
〇
七
〜
二
一
五
頁
。 

＊
７
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
六
年
七
月
二
十
日
。 

＊
８ 
中
島
光
孝
『
還
我
祖
霊—

—

台
湾
原
住
民
族
と
靖
國
神
社
』
白
澤
社
、
二
〇

〇
六
年
、
七
七
〜
一
一
七
頁
参
照
。 

＊
９ 

最
高
裁
判
所
「
津
地
鎮
祭
」
訴
訟
大
法
廷
判
決
、
一
九
七
七
年
七
月
十
三
日
。

＊
16 

＊
17 
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最
高
裁
判
所
「
自
衛
隊
ら
に
よ
る
合
祀
手
続
の
取
消
等
」
大
法
廷
判
決
、
一
九
八

八
年
六
月
一
日
。
た
だ
し
、
「
合
祀
を
さ
れ
て
も
、
参
拝
と
か
、
お
布
施
と
か
、
の

宗
教
行
為
は
求
め
ら
れ
ず
、
強
制
は
な
い
」
と
の
大
法
廷
判
決
に
対
し
、「
津
地
鎮

祭
」
訴
訟
名
古
屋
高
裁
判
決
は
、
「
政
教
分
離
原
則
」
は
「
参
加
の
強
制
の
有
無
を

主
張
立
証
す
る
こ
と
は
要
せ
ず
」「
行
政
主
体
が
宗
教
行
為
を
行
う
こ
と
自
体
を
禁

止
す
る
」
と
判
示
す
る
。
も
っ
と
も
、
本
訴
訟
の
場
合
は
、
主
と
し
て
、
「
信
教
の

自
由
」
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
強
制
の
あ
る
な
し
が
問
題
で
は

な
い
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。 

＊
10 

朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
編
集
部
『
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
涙
―
ブ
ル
ー
ノ
・
ビ
ッ
テ
ル
神

父
に
き
く
』
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
、
一
九
七
三
年
、
九
七
～
一
〇
三
頁
。
志
村
辰
弥
「
靖

国
神
社
の
運
命
」
『
教
会
秘
話—

—
太
平
洋
戦
争
を
め
ぐ
っ
て
』
聖
母
の
騎
士
社
、

一
九
九
一
年
、
二
〇
三
〜
二
〇
六
頁
。
上
智
大
学
編
『
上
智
大
学
五
十
年
史
』
一

九
六
三
年
、
一
〇
八
頁
。B

runo B
itter, “B

O
O

K
 R

E
V

IE
W

S”, M
onum

enta 
N

ipponica , X
X

V
II,4,1972,483-84. 

＊
11 

朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
編
集
部
『
前
掲
書
』
一
一
八
頁
、
た
だ
し
丸
括
弧
追
加
。
志

村
辰
弥
『
前
掲
書
』
。
「
あ
る
神
父
の
卓
見
」
、
安
部
晋
三
『
美
し
い
国
へ
』
文
藝
春

秋
、
二
〇
〇
六
年
、
七
一
～
七
四
頁
。 

＊
12 

『
神
社
新
報
』
第
二
八
一
六
号
、
二
〇
〇
五
年
十
二
月
十
二
日
。
木
山
正
義
「
靖

国
神
社
と
ブ
ル
ノ
ー
・
ビ
ッ
テ
ル
神
父
」
『
靖
國
』
一
九
八
一
年
七
月
。 

＊
13 

辻
子
実
著
、
新
幹
社
、
二
〇
〇
三
年
。 

＊
14 

西
山
俊
彦
『
前
掲
書
』
二
〇
〇
〇
、
他
参
照
。 

＊
15 

「
各
人
間
主
体
の
究
極
的
存
在
規
定
に
関
す
る
自
己
決
定
権
」
が
「
信
教
の
自

由
権
」
で
あ
る
と
す
る
と
、
第
三
者
の
見
解
を
鵜
呑
み
に
す
る
解
決
法
自
体
が
原

理
的
に
破
綻
し
て
い
る
。 

＊
16 

衆
議
院
法
制
局
「
靖
國
神
社
法
案
の
合
憲
性
」
一
九
七
四
年
五
月
十
三
日
、

国
立
国
会
図
書
館
…
『
前
掲
書
』
一
七
一
〜
一
七
五
頁
参
照
。 

＊
17 

Ｋ
・
ド
ー
ク
「
バ
チ
カ
ン
も
容
認
・
参
拝
は
「
聖
な
る
も
の
」
へ
の
ア
プ
ロ

ー
チ
だ
」
『
諸
君
！
』
二
〇
〇
六
年
八
月
、
二
四
〜
三
五
頁
。
『
同
』
「
靖
國
神
社
参

拝
の
考
察
上
・
中
・
下
」
『
産
経
新
聞
』
二
〇
〇
六
年
五
月
二
十
六
〜
二
十
七
日
参

照
。 

 


